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Ⅳ．記載例及び記載要領 



様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人

1.一般

2.特定

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書
経営規模等評価再審査申立書
総 合 評 定 値 請 求 書

令和８年４月１５日

地方整備局長
北海道開発局長

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ １

山梨県　知事　　　　○　　○　　　　○　　○　　　　　　殿 代表取締役　　　　山　梨　　　三　郎　　　　　　　　　　

項 番 請求年月日

3 5 9 10 15 20

申 請 年 月 日 ０ １ 令和 年

15

－月 日

申 請 時 の
許 可 番 号

０ ２
大臣

コード

3 5 10 11

令和 年月 日

第 0 1 91 9
国土交通大臣

許可（
般

0 日
知事 知事 特

3 5 10 11 15

7 年 0 4 月 28 7 6 号 令和 0－ ）

国土交通大臣
許可（

般前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

０ ３
大臣

コード 日
知事 知事 特

3 5

年 月号 令和－ ）第

0 日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５ 1

7 年 1 1 月 3審 査 基 準 日 ０ ４ 令和 0

3 4

3 5

処 理 の 区 分 ０ ６ 0 0

法 人 又 は 個 人 の 別 ０ ７ 1 （ ）

5

, ,

20 2510 14 15

0 0

3 5 10 15 20

0 0 0 3 0 0（千円） 1 0 0 0 21 0
,
0 0 0

ケ ン セ ツ サ －
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８ カ イ ビ ス

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

） 甲 斐 建 設 サ商 号 又 は 名 称 ０ ９ （ 株 － ビ ス

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

ナ シ サ ブ ロ
代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０ ヤ マ ウ

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １ 山 梨

3 5

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２ 1 9 2

三 郎

0 1

20

主たる営業所の所在地 １ ３ 丸 の 内 1 －

3 5 10 15

23 25 30 35 40

6 － 1

3 5 10 15 20

8 5 0 1郵 便 番 号 １ ４ 4 0 1

土 建 大 左 と 石 屋 電

2 7 - 1 1 1電 話 番 号 0 5 5 - 20 －

防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５ 2 2

消 清 解

3 5 10 15 20 25 30

絶 通 園 井 具 水板 ガ

1 1 1 11 1 1 1

経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６ 9 9 9

3 5 10 15 20

9

甲府市丸の内１－６－１
（株）甲斐建設サービス

25 30

（ ）1

塗

住所、商号名称、代表者氏名を記入（ゴム印可）。

原則、直近の営業年度の終了の日を記入。

拗音、促音、濁音、半濁音についても一
文字として扱い、記入。

姓と名の間は１マス開ける。

市区町村以降に続く町名、街区符号及び住居番号等を、「○丁目
○番○号」については、「－」（ハイフン）を用いて記入。

経営規模等評価の申請対象とする業種のカラムに「９」を記入。

１．〔20001帳票〕の記載例及び記載要領

不要な部分を二重線で消す。

申請日時点の許可年月日について、許可年月
日が複数ある場合は、そのうち最も古いものに
ついて記入。なお、左欄の数字は許可年月日
の年度を記入。

記載要領のコードを参照して該当するものを記入。

左欄への記入は必須（記載要領のコード参照）。右欄への記入は特殊経審等の取扱い
により、決算日以外の日を審査基準日とする場合等に限り記入。

法人のみ記入。(個人は空欄）

山梨県市町村コード番号表より該当するコードを記入。

申請日時点の許可業種のカラムに、一般建設業
許は「１」を、特定建設業許可は「２」を記入。

0 7

国税庁から送付された通知又は「国税庁法人番号
公表サイト」に掲載の13桁の番号を記入。

押印
不要

前回申請時の許可番号から変更があった場合に記入。
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審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。

連絡先

所属等

自 己 資 本 額 １ ７
,

3

0 9 9

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

5

技 術 職 員 数 ９

’

2

’

氏名

9 9

－ 3

(千円)0 086
直 前 の

審査基準日
4

)( (千円)4 23

1

’

項 番

’

’

’

’ ’

3

,

13

基 準 決 算20 （千円）

5 10

6

’

0

1

4 0

－ 5
,

審 査 対 象 事 業 年 度

(千円) 営 業 利 益 5

7

= 営業利益+減価償却実施額
利益額（利払前税引前償却前利益）

’

4

’

2 3 5 0

0

’

0

0

’ ’

1 4(千円)
減 価 償 却
実 施 額

’

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

1 0

’

(千円)

(千円)

１ ８

3

9

減 価 償 却
実 施 額

’ ’

,
（人）

3 5 10

,
7

,

○×経営状況分析センター

総務課 山梨　太郎

3
,

5

営 業 利 益

（千円）
利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１

055-227-1111

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

令和　　　年　　　月　　　日

２ ０

第　　　　　　　　号

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

9

電話番号

千円単位で自己資本がマイナスの場合も含め右詰で記入し、空
位のカラムは空白とする（千円単位での計算後、切り捨て）。

激変緩和措置の選択肢を必ず記入。
「審査対象」を「２．２期平均」と
する場合は下欄にも記入。

別紙二〔20005帳票〕の人数と一致。

経営状況分析を受けた分析機関の登録番号と名称を記入。

審査対象事業年度における利益額と審査対象事
業年度の前審査対象事業年度の平均額を記入（千
円単位での計算後、切り捨て）。

再審査の申立てをする場合のみ記入。
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00313891
取り消し線

00313891
テキストボックス
35



00313891
テキストボックス
36




00313891
テキストボックス
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

40

5 10 15 20 25 30 35 40

20 25 30 35

その他
, , ,

合　計

5

計算基準の区分審査対象事業年度
審査対象事業年度の前審査対象事
業年度又は前々審査対象事業年度

,

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

, ,, , , , , , , , ,

13

その他   工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

33

３ ４

23

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,, ,, , , , ,

33

３ ３

231310 15

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

大　工　工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

0 0
, , , , , , , , , , ,,

,
7 5 9 8

,

3 5 6 10 15 16 20

1
,

5
, , ,

310

項 番

３ １ 0自

,

1年 1

0

5年12月～6年11月

元 請 完 成 工 事 高

３ ２
,

71 4 1

（千円）（千円）
業 種
コード

1 0 0

３

元 請 完 成 工 事 高

3 1 9 5 06

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　②.　無　）

工事の種類

土木一式　工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25 26 30

完 成 工 事 高 計 算 表

1,001,266*12/12=1,001,266

２ 0 1 1

（千円）

8
,,

2 1
, , , ,

4 5 86 6

26

3

50,266*12/12=50,266

2,102,555*12/12=2,102,555

1 0
,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,
1 4

,

11

5 4 3

,

完 成 工 事 高

月

19

7 2年

, ,

（千円）

２０２ ０ ０

（ ）

（用紙Ａ４）

至 0 自 至1 2 月月 0

3020 25

6年 1 2 月 0 年

3 5 20

15 163

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

5

5 6 2
,

4
,

2

審 査対 象事 業年 度の
前々審査対象事業年度

審 査対 象事 業年 度の
前 審査 対象 事業 年度

4年12月～5年11月

16

4

完 成 工 事 高

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

4,123,555*12/12=4,123,555

6

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

1,517,847*12/12=1,517,847
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

312,547*12/12=312,547

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

211,326*12/12=211,326
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

Ｐ　Ｃ　工事

4 8

6 10 40 45

6 10 15 40 45

40 45

,
5 2

0３ ２ 0 2 3 1 13 4 2
,

1
,

1
,

5
,

7 1
,

建築一式　工事

4
, , ,

7 0 9
,

完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

260,110*12/12=260,110
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

50,987*12/12=50,987

4536

２ 0 3 0

25 26 4030 3515 16

2

17

,

,

0 5 7

35 3626

,

,
5

3 5 7 9 13 1510 11

5

3 105

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

424,512*12/12=424,512
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

206

工事の種類

36

35

0

35

36

100,983*12/12=100,983

0

,

３

30

1 0

4

25

110,300*12/12=110,300

２．〔20002帳票〕の記載例及び記載要領

完成工事高計算基準の区分が
・２年平均の場合：審査基準日から２４ヶ月遡った日の属する年月
・３年平均の場合：審査基準日から３６ヶ月遡った日の属する年月

を記入する。

この帳票が２枚以上になる場合は最初の用
紙にのみ記入し、以降は空白。

右詰で記入。（以下同じ）業種名を記入
（以下同じ）

この帳票が２枚以上になる場合は、最後の用紙にの
み記入し、それ以外の用紙は空白。

できるだけ大きなポイントで記入

激変緩和措置の選択肢
を必ず記入する。

申請等の対象と
なる業種コード
（３桁）をコード表
により記入。
（以下同じ）

３年平均を選択した場合、計算表で
求められた完工高の合計を２で除し
て得た数（端数切捨）を記入。
（以下同じ）

「プレストレストコンクリート構造物（ＰＣ）工事」の内数を記入

【注意】
「土木一式工事」を受審する場合は「プレストレストコンクリート構
造物（ＰＣ）工事」を、「とび・土工・コンクリート工事」を受審する場
合は「法面処理工事」を、「鋼構造物工事」を受審するときは「鋼橋
上部工事」を、受注実績にかかわらず記入。

完工高がゼロであっても、必ず「0」を記入。

契約後ＶＥに係る完成工事高の該当の有無を○で囲む。
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度の前審査対象事
業年度又は前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

項 番 3 5 7 9 10 11 13 15 17 19

３ １ 自 年 月 至 年 月 自 月年 月 至 （ ）

審 査対 象事 業年 度の
前 審査 対象 事業 年度

    年    月～    年    月

審 査対 象事 業年 度の
前々審査対象事業年度

    年    月～    年    月

年

業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 0 5 0 1 5 8 7 7 4 4 3 3 6 7 5 9 0 23 7
,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

4,655*12/12=4,655
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

,

とび・土工 審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

27,100*12/12=27,100
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

8,867*12/12=8,867
ｺﾝｸﾘｰﾄ　工事

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
, , ,

0
, , , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

2,000*12/12=2,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

2,000*12/12=2,000

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0*12/12=0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0*12/12=0
法面処理　工事

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 2 9 0 2 7 5 0 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

5,500*12/12=5,500
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

500*12/12=500

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0*12/12=0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0*12/12=0
解体　工事

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２
, , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

3 5 10 13 15 20 23 25 30 33 35 40

３ ３ その他 3 4 8 2 2 2 3 2 6 5 7 6
, , ,

0
, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

2,500*12/12=2500
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

4,465*12/12=4465
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

4,465*12/12=4465
その他   工事

3 5 10 13 15 20 23 25 30 33 35 40

３ ４ 合　計 2 9 2 9 36 8 3 0 1 0 1
,

1 8 6 2 0 3 5 6
, ,

1 1 5
, ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　②.　無　）

4 1 3 1

２枚目以降は空白。

(※)「プレストレストコンクリート構造物（ＰＣ）」、「法面処理」及び「鋼橋上部」は合計には計上しない。

「法面処理工事」の内数を記入。

２．〔20002帳票〕の記載例及び記載要領
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別紙二

30 年 月 日 8 ２

29 年 月 日 8 ２

8 ２28 年 月 日

27 年 月 日 8 ２

26 年 月 日 8 ２

8 ２25 年 月 日

24 年 月 日 8 ２

23 年 月 日 8 ２

8 ２22 年 月 日

21 年 月 日 8 ２

20 年 月 日 8 ２

8 ２19 年 月 日

18 年 月 日 8 ２

17 年 月 日 8 ２

8 ２16 年 月 日

15 年 月 日 8 ２

14 年 月 日 8 ２

8 ２13 年 月 日

12 年 月 日 8 ２

11 年 月 日 8 ２

8 ２10 年 月 日

9 2 0 5 0 9 9 2

2

９ 山梨　九郎 Ｈ３ 年 4 月 3 日 31 8 ２ 0 1 0 9

８ ○ 山梨　八郎 Ｓ５７ 年 7 月 4 日 40 8 ２ 2 9 1 1 3

67 8 ２ 0 2 0 6 4 2７ 山梨　七郎 Ｓ３０ 年 9 月 19 日

2 2

2

６ 山梨　六郎 Ｓ３２ 年 8 月 8 日 65 8 ２ 0 2 0 0

５ 山梨　五郎 Ｓ５２ 年 2 月 22 日 45 8 ２ 0 1 0 0 1

43 8 ２ 0 1 1 1 3 2４ 山梨　四郎 Ｓ５４ 年 7 月 10 日

2 2

2 0 5 2 1 4 ２級

３ 山梨　三郎 Ｓ６２ 年 12 月 2 日 34 8 ２ 0 3 2 2

0 2 1 2 0 2 00252253

２ 山梨　二郎 Ｓ６２ 年 12 月 1 日 35 8 ２ 0 2 1 2 0

業種
コード

有資格
区分

コード

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

CPD単位
取得数

10

１ ○ 山梨　一郎 Ｈ４ 年 2 月 1 日 30 8 ２ 0 1 2 1 4 1

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分

コード

3 5

講
習
受
講

20

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

技　術　職　員　名　簿

項 番 3 5

頁 数 8 １ 0 0 1 頁

通番

30

前回申請時の技術職員名簿に掲載
のない技術職員に「〇」を付ける。

５０音順に記載。

審査基準日（決算日）時点での年齢を記入。

この帳票の頁数を記入。
右詰めで記入し、空位のカラムは「０」で埋める。

３．〔20005帳票〕の記載例及び記載要領

「技術職員有資格者区分コード表」（P.28～
P.31）を参照し記入。（以下同じ）

技術職員１人につき２業種のみ申請可
（１つの業種に２つの資格は申請できません。）

（２業種の考え方）
・１資格から２業種選択
例：「土木施工管理技士」保有の場合
→「土木一式」と「とび・土工」共に選択可

・２資格から２業種選択
例：「土木施工管理技士」と「建築施工管理技士」を保有の場合
→「土木一式」「建築一式」共に選択可

審査基準日が令和4年11月30日の場合、この表におい
て
若年技術職員（３５歳未満）は３人 （Ｎｏ１、３、９）
新規若年技術職員は１人 （Ｎｏ１）

「講習受講」欄について

申請する業種について、次の①から③の要件をすべて満たす場合は「１」を、
それ以外の場合は「２」を記入。

①法第１５条第２号イに該当するものであること（１級国家資格者相当）
②監理技術者資格者証の交付を受けていること
③講習修了した日が審査基準日以前の日付かつ審査基準日 が講習
修了した日の属する年の翌年から５年以内に含まれていること

CPD単位取得数について

・当該技術者が審査対象年に取得した単位数をそのまま記載するのではなく、当該取得

単位数をCPD認定団体ごとに決められた数値（記載要領の告示別表第１８参照）で除し、そ

の値に３０を乗じた数値を記載。

・各技術者のCPD単位取得数の上限は３０、小数点以下は切り捨て。
・複数の団体のCPD単位を取得した場合は、いずれか１つの団体を選択。

公認会計士等、二級登録経理試験合格者等
に該当する場合には、その旨も記入。
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経営規模等評価申請書・総合評定値請求書（様式第25号の14別紙２）記載要領 

 

記載要領 

１ この名簿は、０ ４「審査基準日」に記入した日（以下「審査基準日」という。）において在籍する技術職員（第

18条の３第２項第１号又は第２号に該当する者。以下同じ。）に該当する者全員について作成すること。なお、一人

の技術職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は２までとする。 

２        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、か

つ、カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば    １ ２ のように右詰めで記入すること。 

３ ８ １「頁数」の欄は、頁番号を記入すること。例えば技術職員名簿の枚数が３枚目であれば０ ０ ３、12枚目で

あれば０ １ ２のように、カラムに数字を記入するに当たって空位のカラムに「０」を記入すること。 

４ 「新規掲載者」の欄は、審査対象年内（審査基準日から遡って１年以内）に新規に技術職員となった者につき、○

印を記入すること。 

５ 「審査基準日現在の満年齢」の欄は、当該技術職員の審査基準日時点での満年齢を記入すること。 

６ 「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設業の種

類を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入すること。 

 

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

土木工事業 

建築工事業 

大工工事業 

左官工事業 

とび・土工工事業 

石工事業 

屋根工事業 

電気工事業 

管工事業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

鋼構造物工事業 

鉄筋工事業 

ほ装工事業 

しゅんせつ工事業 

板金工事業 

ガラス工事業 

塗装工事業 

防水工事業 

内装仕上工事業 

機械器具設置工事業 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 29 

 

熱絶縁工事業 

電気通信工事業 

造園工事業 

さく井工事業 

建具工事業 

水道施設工事業 

消防施設工事業 

清掃施設工事業 

解体工事業 

 

７ 「有資格区分コード」の欄は、技術職員が保有する資格のうち、「業種コード」の欄で記入したコードに対応する

建設業の種類に係るものについて別表（四）及び別表（五）の分類に従い、該当するコードを記入すること。 

８ 「講習受講」の欄は、建設業法第15条第２号イに該当する者が、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格

者証の交付を受けている場合であって、法第26条の５から第26条の７までの規定により国土交通大臣の登録を受けた

講習を受講した場合は「１」を、その他の場合は「２」を記入すること。 

９ 「監理技術者資格者証交付番号」の欄は、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けてい

る者についてその交付番号を記入すること。 

10 「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、第７条の３第３号若しくは第18条の３第２項第１号に規定する者又は１級若しくは

２級の第一次検定に合格した者が、審査基準日から１年以内に取得したＣＰＤ（建設工事の施工の管理に従事する者

を対象としてその能力の向上を目的として行われる継続学習をいう。以下同じ。）の単位数（ただし、算入できるＣ

ＰＤ単位数は一人当たり30単位を上限とする。）を記入すること。 

 

告示別表第１８ 

 

公益社団法人空気調和・衛生工学会 ５０ 

一般財団法人建設業振興基金 １２ 

一般社団法人建設コンサルタンツ協会 ５０ 

一般社団法人交通工学研究会 ５０ 

公益社団法人地盤工学会 ５０ 

公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター ２０ 

公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 ５０ 

一般社団法人全国測量設計業協会連合会 ２０ 

一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 ２０ 

一般社団法人全日本建設技術協会 ２５ 
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土質・地質技術者生涯学習協議会 ５０ 

公益社団法人土木学会 ５０ 

一般社団法人日本環境アセスメント協会 ５０ 

公益社団法人日本技術士会 ５０ 

公益社団法人日本建築士会連合会 １２ 

公益社団法人日本造園学会 ５０ 

公益社団法人日本都市計画学会 ５０ 

公益社団法人農業農村工学会 ５０ 

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 １２ 

公益社団法人日本建築家協会 １２ 

一般社団法人日本建設業連合会 １２ 

一般社団法人日本建築学会 １２ 

一般社団法人建築設備技術者協会 １２ 

一般社団法人電気設備学会 １２ 

一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 １２ 

公益財団法人建築技術教育普及センター １２ 

一般社団法人日本建築構造技術者協会 １２ 

 

 

各技術者のＣＰＤ単位は、以下の算式で算出される数値とする。 

 

（審査対象年にＣＰＤ認定団体によって取得を認定された単位数）÷（告示別表第１８の左欄に掲げるＣＰＤ認定団

体毎に右欄に掲げる数値）×３０ 

 

 上記算式で計算される各技術者のＣＰＤ単位数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。 



許可番号： １９−０１９８７６

業者名　： （株）甲斐建設サービス

審査基準日：

証明者

この「００１，００２及び０９９の技術職員名簿一覧表」の記載事項は、事実に相違ありません。

専門課
程修了

高度専
門士又
は

専門士

1 5 山梨　五郎 S37.2.22 ○○大学工学部土木科 S55.3 0 1 0 0 1 3

1 6 山梨　六郎 S32.8.8 0 2 0 0 2 10

1 9 山梨　九郎 H3.4.3 ○○専門学校土木工学科 H27.3 ○ ○ 0 1 0 9 9 3 0 5 0 9 9 4

※技術職員名簿順に作成をお願いします。

（４）生年月日：大正→Ｔ、昭和→Ｓ、平成→Ｈ、令和→Ｒ

※高度専門士・専門士の方は、称号が確認出来る証明書を提出して下さい。

※必要に応じて、実務経験証明書（建設業法施行規則別記様式第９号）等を追加で求める場合があります。

００１,００２及び０９９資格の技術職員名簿一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

甲府市丸の内1-6-1
（株）甲斐建設サービス
代表取締役
　　　山梨　三郎

令和7年11月30日

頁
通
番

氏名 生年月日 学校名及び学科名 卒業年月

専門学校卒業
の場合

【ポイント】　　「実務の経験」とは・・・
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する技術上の経験をいう。したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこ
と、これらの技術を習得するためにした見習い中の技術的経験も含まれる。また、この実務の経験は、請負人の立場における経験に限られないから、建設工事の注文者側において設計に従
事した経験あるいは現場監督技術者としての経験もこれに含まれるが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれない。
また、実務の経験の期間は、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算出来ません。

備考

※上記項目
（１）有資格区分コード００１：建設業法第７条第２号イに該当するもの
①高校（所定学科卒業）＋実務経験５年以上　②大学（所定学科卒業）＋実務経験３年以上
評価を受けようとする建設業に関する実務の経験をしている者。卒業証明書を提示してください。

（２）有資格区分コード００２：建設業法第７条第２号ロに該当するもの
学歴に関係なく実務経験１０年以上
評価を受けようとする建設業に関する実務の経験をしている者。

（３）有資格区分コード０９９
学校教育法による所定学科を修めて専門学校卒業後、専門学校（１年制）５年以上、専門学校（２年制以上）３年以上
評価を受けようとする建設業に関する実務の経験をしている者。卒業証明書を提示してください。

（５）業種コード、有資格区分コード、通算年数は一つ選択した場合は左側につめて記載してください。

（６）専門学校卒業の場合、「専門課程修了」、「高度専門士又は専門士」に該当する場合、該当する項目に「○」を記載してください。

業種
コード

有資格区
分コード

経験
年数

業種
コード

有資格区
分コード

経験
年数

技術職員名簿に001,002及び099資格の記載をした場合に作成

001又は099で申請の場合は、最終学歴ではなく指定学科を記載
002で申請の場合は記載不要
※電気工事業及び消防施設工事業の実務経験については、電気工事士法、
消防法等の趣旨に鑑み、原則として認められません。

専門学校卒の場合の実務経験は、
「専門課程修了」に○の方は5年以上
「専門課程修了」及び「高度専門士又は専門士」に○の方は3年以上

専門学校（専修学校専門課程）については、文部科学省の
HP内の「専修学校一覧」にてご確認ください。

新たに申請する技術職員の指定学科については、加点対象であるか確
認を行いますので、事前に建設業対策室までご確認をお願いします。

押印
不要
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別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

〔1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

（人）

  1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
  3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定   、5.非該当

〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

,,
3 （人） 控除対象者数

20

,
1 （人） 技能者数

5 9 10 15

1

, ,
1 0 （人）6 0（単位） 技術者数

新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

〔1.該当、2.非該当 〕 1 (人) 11.1

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

法定外労働災害補償制度加入の有無

技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

9 (人) 3 (人) 33.3

3

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ５ 1

４

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ４ 1 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ３ 1 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ２ 3

0 (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

0 (千円)
,

0 （千円）
,

研究開発費（２期平均） ６ １
,

1 （人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

0 （人）

3 5

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ０
,

3 5

公認会計士等の数 ５ ９
,

3

監査の受審状況 ５ ８ 4
 1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
 3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

指示処分の有無 ５ ７ 2 〔1.有、2.無 〕

営業年数 ５ ３ 2

3

営業停止処分の有無 ５ ６ 2 〔1.有、2.無 〕

3

3

再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

3

防災協定の締結の有無 ５ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ４ 2 令和    年     月     日 令和      年     月     日 令和

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日

（年）
昭和
平成
令和

15年   11月   25日

休業等期間 備考（組織変更等）

年　　　　か月

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 ５ ２ 〔1.有、2.無 〕

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な
措置の実施状況

５ １ 1 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3

1

3

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ０ 1

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ４ ９ 1

3

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく
認定の状況

４ ８ 1

3

技能レベル向上者数 ４ ７

3

CPD単位取得数 ４ ６

5 10 11 15

,

３ 1 〔1.有、2.無 〕

3

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ４ 1

3

４ ２ 1 〔1.有、2.無 〕

3

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

４ １ 1 〔1.有、2.無 〕建設業退職金共済制度加入の有無

（用紙Ａ４）
２ ０ ０ ０ ４３．〔20004帳票〕の記載例及び記載要領

最大15台まで記入する

一級建設業経理事務士はこちらに該当.。

審査基準日時点について以下の区分により記入。

「１」：会計監査人の設置

監査報告書において、無限定適正意見、限定付適

正意見が表明された場合（監査報告書の写しを提出）

「２」：会計参与の設置

会計参与報告書が作成されている場合（会計参

与報告書の写しを提出）

「３」：下記のいずれかの者が経理処理の適正を確認し

た旨の書類に自らの署名を付したものを提出

・公認会計士、税理士

・登録経理士講習実施機関に登録された

１級登録経理士
「４」：上記以外

※項番４６又は４７に１以上の記載がある場合、様式第４号及び様式第５号を両方とも（該当者なしでも）提出してください。

いずれかの該当制度を導入している場合は「１」を、いずれも導入していない場合は「２」を記載。

１５％以上は「１」それ以外は「２」を記載。

１％以上は「１」それ以外は「２」を記載。

技術職員名簿と様式第４号に記載されたCPD単位数

の合計を記載（該当者がいない場合は０を記載）。

技術職員名簿と様式第４号に記載された技術者の合計を記載

（CPD単位取得数に０を記載した場合はこちらも０を記載）。

技能レベル向上該当者がいない場合はいずれも０を記載。

「１」「２」の場合は様式第６号を提出。

「１」の場合は宣言書及び誓約書を提出。

技術職員名簿帳票の人数
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記載要領 

１        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、か

つ、カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば    １ ２のように右詰めで記入すること。 

２  ４ １「建設業退職金共済制度加入の有無」の欄は、審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で、特

定業種退職金共済契約を締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入すること。 

３ ４ ２「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」の欄は、審査基準日において、次のいずれかに該当

する場合は「１」を、いずれにも該当しない場合は「２」を記入すること。 

(1) 労働協約若しくは就業規則に退職手当の定めがあること又は退職手当に関する事項についての規則が定められ

ていること。 

(2) 勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約以外の退職金共済契約が締結されていること。 

(3) 所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済についての契約が締結されていること。 

(4) 厚生年金基金が設立されていること。 

(5) 法人税法に規定する適格退職年金の契約が締結されていること。 

(6) 確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）に規定する確定給付企業年金が導入されていること。 

(7) 確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に規定する企業型年金が導入されていること。 

４ ４ ３「法定外労働災害補償制度加入の有無」の欄は、審査基準日において、（公財）建設業福祉共済団、（一

社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との

間で、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に基づく保険給付の基因となつた業務災害及び通勤災害（下

請負人に係るものを含む。）に関する給付についての契約を、締結している場合は「１」を、締結していない場合

は「２」を記入すること。 

５  ４ ４「若年技術職員の継続的な育成及び確保」の欄は、審査基準日において、満35歳未満の技術職員の人数が

技術職員の人数の合計の15％以上に該当する場合は「１」を、該当しない場合は「２」を記入すること。また、「技

術職員数」の欄には別紙二の技術職員名簿に記載した技術職員の合計人数を、「若年技術職員数」の欄には、審査

基準日において満35歳未満の技術職員の人数を、「若年技術職員の割合」の欄には「若年技術職員数」の欄に記載

した数値を「技術職員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記載すること。 

６  ４ ５「新規若年技術職員の育成及び確保」の欄は、審査基準日において、満35歳未満の技術職員のうち、審査

対象年内に新規に技術職員となつた人数が技術職員の人数の合計の１％以上に該当する場合は「１」を、該当しな

い場合は「２」を記入すること。また、「新規若年技術職員数」の欄には、別紙二の技術職員名簿に記載された技

術職員のうち、「新規掲載者」欄に○が付され、審査基準日において満35歳未満のものの人数を、「新規若年技術

職員の割合」欄には「新規若年技術職員数」の欄に記載した数値を前項「技術職員数」の欄に記載した数値で除し

た数値を百分率で表し、記載すること。 

７ ４ ６「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、「技術者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前１年のうち

に取得したＣＰＤの単位数（ただし、算入できるＣＰＤ単位数は１人当たり30単位を上限とする。）を記載するこ

と。また、「技術者数」の欄は、第７条の３第３号若しくは第18条の３第２項第１号に規定する者又は１級若しく

は２級の第一次検定に合格した者（第18条の３第２項第１号に規定される者に該当する者を除く。）の数を記載す

ること。 

８ ４ ７「技能レベル向上者数」の欄は、「技能者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前３年のう

ちに国土交通大臣が定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価（以下この８において「認定能力評価」と

いう。）の区分が審査基準日の３年前の日において受けている評価の区分より１以上上位であつた技能者の数を記

載すること。また、「技能者数」の欄は、審査基準日において審査基準日以前３年のうちに建設工事の施工に従事

した者であつて第14条の２第２号チ又は同条第４号チに規定する建設工事に従事する者に該当する者の数から建設

工事の施工の管理のみに従事した者の数を除いた数を、「控除対象者」欄は、審査基準日以前３年のうちに認定能

力評価により評価が最上位の区分に該当するとされた者の数を記載することとする。 

９ ４ ８「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）に基づく「えるぼし認定（第１段階目）」

を受けている場合は「１」を、「えるぼし認定（第２段階目）」を受けている場合は「２」を、「えるぼし認定（第

３段階目）」を受けている場合は「３」を、「プラチナえるぼし認定」を受けている場合は「４」を、いずれの認

定も受けていない場合は「５」を記入すること。 

10 ４ ９「次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、次世代育成支援対策推

進法（平成15年法律第120号）に基づく「くるみん認定」を受けている場合は「１」を、「トライくるみん認定」を

受けている場合は「２」を、「プラチナくるみん認定」を受けている場合は「３」を、いずれの認定も受けていな

い場合は「４」を記入すること。 

11 ５ ０「青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、青少年の雇用

の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は「１」を、受け

ていない場合は「２」を記入すること。 

12 ５ １「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の欄は、審査基準日以前１

年のうちに発注者から直接請け負つた工事のうち、国土交通大臣が定める建設工事以外の全ての建設工事において

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置として国土交通大臣が定めるものを実施した場合は

「１」を、国土交通大臣が定める公共工事以外の全ての公共工事において当該措置を実施した場合は「２」を、い

ずれにも該当しない場合は「３」を記入すること。 
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13 ５ ２「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無」の欄は、建設技能者を大切にする企業の自

主宣言を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を記入すること。 

14 ５ ３「営業年数」の欄は、審査基準日までの建設業の営業年数（建設業の許可又は登録を受けて営業を行つて

いた年数をいい、休業等の期間を除く。ただし、平成23年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更

生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行つていた年数

をいい、休業等の期間を除く。）を記入し、表内の年号については不要のものを消すこと。 

15 ５ ４「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」の欄は、平成23年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始

の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合は

「１」を、その他の場合は「２」を記入すること。 

16  ５ ５「防災協定の締結の有無」の欄は、審査基準日において、国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律第2条第1項に規定する特殊法人等）又は地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を

締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入すること。 

17 ５ ６「営業停止処分の有無」の欄は、審査対象年において、法第28条の規定による営業の停止を受けたことが

ある場合は「１」を、受けたことがない場合は「２」を記入すること。 

18 ５ ７「指示処分の有無」の欄は、審査対象年において、法第28条の規定による指示を受けたことがある場合は

「１」を、受けたことがない場合は「２」を記入すること。 

19 ５ ８「監査の受審状況」の欄は、審査基準日において、会計監査人の設置を行つている場合は「１」を、会計

参与の設置を行つている場合は「２」を、第18条の３第３項第２号イに該当する者、一級登録経理試験に合格した

者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの、一級登録経理講習

を受講した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの又は第１

８条の３第３項第２号ニに該当する者（一級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者に限る。）が

経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものを提出している場合は「３」を、いずれにも該当し

ない場合は「４」を記入すること。 

20 ５ ９「公認会計士等の数」の欄は、第18条の３第３項第２号イに該当する者、一級登録経理試験に合格した者

であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの、一級登録経理講習を

受講した者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの及び第18条

の３第３項第２号ニに該当する者の人数の合計を記入すること。 

21 ６ ０「二級登録経理試験合格者等の数」の欄は、二級登録経理試験に合格した者であつて、合格した日の属す

る年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの、二級登録経理講習を受講した者であつて、受講し

た日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を超過しないもの又は第18条の３第３項第２号ニに該当す

る者（二級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者とされる者に限る。）の人数の合計を記入する

こと。 

22 ６ １「研究開発費（２期平均）」の欄は、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度にお

ける研究開発費の額の平均の額を記入すること。ただし、会計監査人設置会社以外の建設業者はカラムに「０」を

記入すること。また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究

開発費の額を記入すること。 

23  ６ ２「建設機械の所有及びリース台数」の欄は、審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査基

準日から１年７月以上の使用期間が定められているものに限る。）により使用する建設機械抵当法施行令（昭和29

年政令第294号）別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、

土砂等を運搬する貨物自動車であつて自動車検査証（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第60条第１項の自動

車検査証をいう。以下同じ。）の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレー

ラ」と記載されているもの及び自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されてい

る大型特殊自動車並びに労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第12条第１項第４号に掲げるつり上げ荷重

が三トン以上の移動式クレーン、同令第13条第３項第33号に掲げる不整地運搬車、同項第34号に掲げる作業床の高

さが二メートル以上の高所作業車、同令別表第７第４号に掲げる締固め用機械及び同表第６号に掲げる解体用機械

について、台数の合計を記入すること。 

24  ６ ３「エコアクション２１の認証の有無」の欄は、審査基準日において、エコアクション２１の認証を取得し

ている場合（認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）

は「１」を、取得されていない場合は「２」を記入すること。 

25  ６ ４「ＩＳＯ９００１の登録の有無」の欄は、審査基準日において、国際標準化機構第９００１号の規格によ

り登録されている場合（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合

を除く。）は「１」を、登録されていない場合は「２」を記入すること。   

26  ６ ５「ＩＳＯ１４００１の登録の有無」の欄は、審査基準日において、国際標準化機構第１４００１号の規格

により登録されている場合（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている

場合を除く。）は「１」を、登録されていない場合は「２」を記入すること。 

  記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。 

  ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円未満の端数を切り捨

てて表示することができる。ただし、研究開発費（２期平均）を計算する際に生じる百万円未満の端数については

切り捨てずにそのまま記入すること。 

  記入すべき割合及び単位は、小数点第２位以下の端数を切り捨てて表示すること。 
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様式第３号                             （用紙Ａ４） 

 

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 

 

 建設業法施行規則別記様式第２５号の１１・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、下表に掲

げる者については、審査基準日において継続雇用制度の適用を受けていることを証明します。 

                    

  地方整備局長         令和○年○月○日 

 北海道開発局長 

  山梨県  知事  殿        住所            甲府市丸の内１－６－１ 

                    商号又は名称  （株）甲斐建設サービス 

                    代表者氏名   山梨 三郎        

 

通番 氏  名 生年月日 

６  山梨 六郎  Ｓ４０．８．８ 

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

記載要領 

 １ 「   地方整備局長             

     北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。 

          知事」 

 ２ 規則別記様式第２５号の１１・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、審査基準日におい

て継続雇用制度の適用を受けている者（６５歳以下の者に限る。）について記載すること。 

 ３ 通番、氏名及び生年月日は、規則別記様式第２５号の１１・別紙２の記載と統一すること。 

  

この書式は高齢者雇用安定法の継続雇用制度

対象者がいるときに提出する書類です。 

押印 

不要 

常時１０人以上の労働者を使用する企業の場合は、併せて継続雇用制度

について定めた労働基準監督署の受付印がある就業規則の写しを提示。 

「技術職員名簿〔20005 帳票〕」に記載する通番と一致。 



様式第４号
（用紙A４）

令和○年○月○日

通番 氏名 生年月日 CPD単位
1 甲斐一郎 H8年4月30日 10

10
50
60

  なお、小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

CPD単位を取得した技術者名簿

  別記様式第25号の14・別紙２に記載のない者について作成すること。

１ この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又

  は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であって、規則

2 ｢CPD単位｣の欄には、技術者がＣＰＤ認定団体によって修得を認定された単位数を、告示別表第十八の左欄に掲げる

  CPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し、30を乗じた数値を記載すること。

CPD単位総計（①＋②）

記載要領

（技術職員名簿に記載のある者を除く）

上記技術者が取得したCPD単位の合計（①）
技術職員名簿に記載のある技術職員が取得したCPD単位合計（②）

様式第4号の記載例及び記載要領

二級技士の一次試験に合格した者（二級技士補）や、技術職員
名簿に記載しない技術者で該当する者のみを記載。該当者がいな
い場合は「該当者なし」と記載。
審査基準日時点において、資格要件を満たし、6ヶ月を超える

在籍があり、常勤している技術者が対象。
確認書類は、技術職員名簿に記載した技術職員のものと同様。

申請年月日を記載。

空きスペースに商号を記載。
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様式第５号
（用紙A４）

令和○年○月○日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

1 甲府一郎 S46年7月14日 〇
2 甲府二郎 S50年10月25日 令和4年10月30日 〇
3 甲府三郎 S53年1月19日

合計 ３（人） 1（人） 1（人）

技能者名簿

  該当する者（ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く。）について作成すること。

２ ｢評価日｣の欄には、技能者が審査基準日以前において認定能力評価基準により評価を受けている場合、その最も新しい

  評価を受けた日を記載すること。

３ ｢レベル向上の有無｣の欄には、審査基準日以前三年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準日の三年

１ この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工

  に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に

５ 本表の最後の行には、作成対象となる技能者、｢レベル向上の有無｣の欄に○印が記載された者、｢控除対象｣の欄に○印

４ ｢控除対象｣の欄には、審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の

  が記載された者、それぞれの合計人数を記載すること。

  場合に、○印を記載すること。 

記載要領

  前の日以前に受けた最新の評価の区分より１以上上位であった者に該当する場合に、○印を記載すること。

様式第5号の記載例及び記載要領

申請年月日を記載。

審査基準日以前３年間に、能力評価基準により
受けた評価が向上した者に〇印を記載。

審査基準日の３年前の日以前にレベル
４の評価を受けていた者に〇印を記載。

該当者がいない場合は「該当者なし」と記載。

空きスペースに商号を記載。
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様式第 6 号 

（用紙 A４） 

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書 

及び 

情報共有に関する同意書 

令和  年  月  日から令和  年  月  日までの期間に発注者から直接請け負った建設

工事について、以下のとおり、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を

実施していることを誓約します。 

また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般財団法

人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行うことに同意し

ます。 

 

地方整備局長 

北海道開発局長  

山梨県知事  殿 

 年  月  日 

建設キャリアアップシステム事業者 ID 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３ ４ ５

 

住所       甲府市丸の内１－６－１        

商号又は氏名 (株)甲斐建設サービス           

代表者氏名  代表取締役 山梨 三郎        

 

申請区分 ２ （１．全ての建設工事、２．全ての公共工事） 

 

科   目 件   数 

措置実施工事 １０件 

措置未実施工事 
軽微な工事 ３件 

災害応急対策 ２件 

合   計 １５件 

 

措置対象外となる「軽微な工事」「災害応
急対策」でも措置を実施した場合は「措置
実施工事」に件数を計上してください。 
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記載要領 

１ 「   地方整備局長 

    北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。 

             知事」 

２ 「申請区分」の欄については、カラム内に該当する数字を記入すること。 

３ 表には、許可に係る建設工事の種類に関わらず、審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請 

   け負った建設工事のうち、「申請区分」の欄に記入した区分が「１」の場合は日本国内における 

   全ての建設工事について、「２」の場合は日本国内における全ての公共工事について記載するこ 

   と。 

    なお、表中に記載する内容が該当しない場合には、「０」を記載又は空欄とすること。 

４ 「措置実施工事」とは、告示第一の四の１の(十)に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積 

   する為に必要な措置を実施した建設工事又は公共工事をいう。 

   なお、当該措置を実施した建設工事においては、以下に掲げる軽微な工事及び災害応急工事等に 

   ついても、当該項目に含むものとする。 

５ 「軽微な工事」とは、建設業法施行令第一条の二第一項に掲げる建設工事をいう。 

６ 「災害応急対策」とは、防災協定に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工 

   事の請負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策をいう。 



様式第7号
（用紙A４）

  地⽅整備局⻑
 北海道開発局⻑
  山梨県知事 殿

住所
商号又は氏名
代表者氏名

申請区分 Ａ （A．取り組みを行う、B．取り組みを行っている）

記載要領
 １ 「（行う/行っている）」については、不要のものを消すこと。
 ２ 「  地⽅整備局⻑
     北海道開発局⻑ については、不要のものを消すこと。
          知事」
 ３ 「申請区分」の欄については、カラム内に該当する英字を記入すること。
 ４ 「A．取り組みを行う」について、審査基準日時点で取組開始日が到来していない者において、取
   組開始日以降は当該自主宣言の取り組みを行う場合を指す。なお、取組開始日の到来後、当該自
   主宣言の取り組みを行っていない場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがあるため
   留意すること。
 ５ 「B．取り組みを行っている」について、審査基準日時点で取組開始日が到来している者において、
   当該自主宣言の取り組みを行っている場合を指す。なお、当該自主宣言の取り組みを行っていな
   いにもかかわらず本誓約書を提出した場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがある
   ため留意すること。
 ６ 表には、受審している経営事項審査の審査基準日及び「建設技能者を大切にする企業の自主宣言
   制度」で設定している取組開始日を記入すること。

 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」において、令和 ８年 ４月 １日付
で宣言した取り組みについて、取組開始日以降（行う/ 行っている）ことを誓約します。
 また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般
財団法人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行う
こと及び上記の内容を確認する目的の調査に協力することに同意します。

  年  月  日 

甲府市丸の内１−６−１
(株)甲斐建設サービス
代表取締役 山梨 三郎

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書

項   目

審査基準日

取組開始日

日   付

令和８年 ４月 ３０日

令和９年 １月  １日

様式第7号の記載例及び記載要領
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様式第２号                             （用紙Ａ４） 

 

 

 

 

 

経理処理の適正を確認した旨の書類 

 

 

 

 

 

  私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行うため、

（株）甲斐建設サービスの令和○年１２月１日から令和○年１１月３０日までの第１９期

事業年度における計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書及び注記表について、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準そ

の他の企業会計の慣行をしん酌され作成されたものであること及び別添の会計処理に関

する確認項目の対象に係る内容について適正に処理されていることを確認しました。 

 

 

 地方整備局長 

北海道開発局長 

  山梨県知事 殿 

                          令和○年○月○日 

 

                            商号又は名称  （株）甲斐建設サービス 

                            所属・役職   総務部 経理担当 

 

                            氏 名          山梨 四郎                   印  

 

 

 

以上 

 

記載要領 

  「   地方整備局長             

    北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。 

         知事」 

別添書類の添付を忘れないよう注意！ 

※別添書類は県ホームページに掲載しています。 

（「Ⅱ．審査の期日及び方法等 ７．申請用紙の取扱い先」  

  記載のアドレスからダウンロードしてください。） 

  

この書式は、「その他の審査項目(社会性等) 〔20004 帳票〕」の

項番６１「公認会計士等の数」が０人でなく、項番６０「監査の受

審状況」で「３」を選択する場合に提出が必要となる書類です。 

公認会計士等の

個人印 必要 



所在地 甲府市丸の内１－６－１
商号又は名称 （株）甲斐建設サービス
代表者氏名 代表取締役　山梨　三郎 印

リース開始日 リース期間満了日

自社所有

リース 年　　月　　日 年　　月　　日

自社所有

リース 令和4年8月16日 令和9年8月15日

自社所有

リース 年　　月　　日 年　　月　　日

自社所有

リース 年　　月　　日 年　　月　　日

自社所有

リース 年　　月　　日 年　　月　　日

自社所有

リース 年　　月　　日 年　　月　　日

自社所有

リース 年　　月　　日 年　　月　　日

【記載要領】

　いずれかの日を記入。

所有・リース
の別

検査実施年月日Ｎｏ．
取得年月日

令和5年12月7日
令和7年12月11日1 ◇◇◇◇ 000ZZ 889977 バックホウ

☆☆☆☆ 111YY 1.2㎥

ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー
ダンプ車・アスファルト・フィニッシャ・移動式クレーン・不整地運搬車

移動式クレーン・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械

2

3 ○○○○ AAABB

123456

建設機械の種類 メーカー名 型式

ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー
ダンプ車・アスファルト・フィニッシャ・移動式クレーン・不整地運搬車

移動式クレーン・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械

ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー
ダンプ車・アスファルト・フィニッシャ・移動式クレーン・不整地運搬車

移動式クレーン・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械

年　　月　　日

山梨　建　７２３４
最大積載量

9，000kg

ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー
ダンプ車・アスファルト・フィニッシャ・移動式クレーン・不整地運搬車

移動式クレーン・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械

ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー
ダンプ車・アスファルト・フィニッシャ・移動式クレーン・不整地運搬車

移動式クレーン・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械

記載例

　　①「ショベル系掘削機」にあっては、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有する旨。（例：バックホウ）

申請者
審査基準日：令和7年11月30日

建設機械の保有状況一覧表

製造・車体番号
表示番号（ダンプ

車）

年　　月　　日

令和7年8月23日

令和7年9月10日

年　　月　　日

年　　月　　日

※「種別又は規格」欄は、「建設機械の種類」欄にて選択した機種ごとに下記につき記載すること。

年　　月　　日

種別又は規格

ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー
ダンプ車・アスファルト・フィニッシャ・移動式クレーン・不整地運搬車

移動式クレーン・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械

平成28年9月10日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

　　②「ブルドーザー」にあっては、自重。（例：3.89トン）
　　③「トラクターショベル」にあっては、バケット容量。（例：1.2㎥）

※項番「６４」で記入した台数分の評価対象建設機械を全て記載すること。
※「建設機械の種類」欄は、該当するものを丸で囲むこと。

年　　月　　日

ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー
ダンプ車・アスファルト・フィニッシャ・移動式クレーン・不整地運搬車

移動式クレーン・不整地運搬車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械

　　　　　・車検有効期間開始日（前回車検有効期間満了日の翌日）　　・審査基準日前１年以内の検査実施日　　・自動車検査証記録事項の　4.備考【旧走行距離表示値】横の（　）内の日付　

            にあっては、特定自主検査記録表に記載された検査年月日。
        ②「移動式クレーン」にあっては、移動式クレーン検査証に記載された有効期間（審査基準日が含まれるもの）の開始日。
        ③「ダンプ車」「アスファルト・フィニッシャ」にあっては、審査基準日以前に検査が行われ、審査基準日時点で当該検査の有効期間内であることを確認できる登録状況等に応じた次の

　　④「モーターグレーダー」にあっては、自重。（例：10.0トン）

　※「所有・リースの別」欄において「自社所有」を選択した場合は「取得年月日」を、「リース」を選択した場合は「リース開始日」及び「リース期間満了日」を記載すること。

　※「所有・リースの別」欄は、「自社所有」又は「リース」の該当する方を○で囲むこと。

　　⑥「ダンプ車」にあっては、自動車検査証の「車体の形状」欄に記載されている種類（例：ダンプフルトレーラ）。
　　⑤「移動式クレーン」にあっては、つり上げ荷重。（例：7.0トン）

　　⑦「高所作業車」にあっては、作業床の高さ（例：2メートル）
　　⑧「締固め用機械」にあっては、その種類
　　⑨「解体用機械」にあっては、その種類

　※「検査実施等年月日」については、新車の場合は空欄とし、定期検査を実施している場合は「建設機械の種類」欄にて選択した機種ごとに下記につき記載すること。
　    　①「ショベル系掘削機」「ブルドーザー」「トラクターショベル」「モーターグレーダー」「不整地運搬車」「高所作業車」「締固め用機械」「解体用機械」

　※「自社所有」の場合には、自動車検査証記録事項の所有者欄（使用者欄ではない）が申請者の名義となっていること。

押印
不要

審査基準日時点における直近の特定自主検査記録表等の「検査年月日」を記入

審査基準日が含まれる車検証有効期間の開始日、若しくは審査基準日前一年以内に実施した検

査日等を記入

加点対象の上限となる１５台まで記載

5
6
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誓 約 書 

 

 

山梨県知事 殿 

 

許 可 番 号 ０１９８７６ 

商号・名称 （株）甲斐建設サービス 

代表者氏名 代表取締役 山梨 三郎 

住 所 甲府市丸の内１－６－１ 

 

 

提 出 日 令和○年○○月○○日 

  

審査基準日 令和○年○○月○○日 

 

下記の建設機械について、審査基準日から１年７ヶ月以上のリース残期間が足りません

が、当該建設機械のリースを延長もしくは買い取りを行い、１年７ヶ月を超える期間保有

することを誓約します。 

尚、下記の建設機械について、審査基準日より１年７ヶ月を超える期間保有しなかった

場合については、次回の審査基準日の経営事項審査について、建設機械の保有状況が一切

認められないことを承諾し、このことについて異議申し立てを致しません。 

 

記 

 

メーカー名 
〇〇〇〇 

型 式 11111111 

車 体 番 号 9999999 

リース会社 
〇〇〇〇（株） 

リース期間 
令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 

 

  以上 

  

この書式は建設機械の保有状況一覧表にリース期間が審査基準日時

点で 1 年 7 か月未満のものを掲載するときに併せて提出する書類です。 



許可番号 申請者

業種 　　円

受付番号

申請業種数 手数料の額

経営事項審査手数料一覧表 納付済証貼付欄

申請業種数 手数料の額

１業種 11，000円

２業種 13，500円

３業種 16，000円

４業種 18，500円

５業種 21，000円

６業種 23，500円

７業種 26，000円

８業種 28，500円

９業種 31，000円

１０業種 33，500円

１１業種 36，000円

１２業種 38，500円

１７業種 51，000円

１８業種 53，500円

１３業種 41，000円

１４業種 43，500円

１５業種 46，000円

審査手数料　納付済証貼付書

２８業種 78，500円

２９業種 81，000円

２５業種 71，000円

２６業種 73，500円

２７業種 76，000円

２２業種 63，500円

２３業種 66，000円

２４業種

『納付済証』

の記載があることを確認し、
貼付してください。

確認印

68，500円

１９業種 56，000円

２０業種 58，500円

２１業種 61，000円

１６業種 48，500円
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記載例 

委   任   状 

 

     山梨県行政書士会 会員番号第７７７７７７７号 

 

 私は、 住  所  山梨県甲府市丸の内１－９－１１ 

     氏  名  行政書士 建 対 太 郎    

     電話番号  ０５５－２２３－１８４３ 

     Ｆ Ａ Ｘ  ０５５－２２３－１８４４ 

 

 を、代理人と定め、次の事項に関する一切の権限を委任します。 

 

 １ 申請書等を作成（行政書士法第１条の２第１項）するための以下の事項 

   申請書等作成に関する一切の件 

 

 ２ 上記１の書類の提出を代理（行政書士法第１条の３第１項）するための以下の事項 

   申請書等の提出を代理する件 

   申請書等の補正を代理する件 

   申請に当って、申請内容を説明又は弁明する件 

   申請を取り下げ又は撤回する件 

 

 令和 年  月  日 

 

     委任者  住  所  山梨県甲府市丸の内１－６－１ 

          氏  名  株式会社 甲斐建設サービス 

                代表取締役 山 梨 三 郎    

           

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士となる資格を有する者のうち「行政書士会に加入している者」だけが、官公庁

に提出する書類を作成及び提出する手続きについて代理をすることができます。 

 したがって、行政書士会に加入していない公認会計士及び税理士等は、経審の書類の作

成等は行えませんので御注意ください。 

委任の内容は、 

① 申請書等作成 

② 申請書等の提出を代理（申請書類の提出・補正、申請

内容の説明又は弁明、申請の取り下げ又は撤回） 

等具体的に記入すること。 



様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人

1.一般

2.特定

99

25 30

経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６ 9 9 9

（ ）

3 5 10 15 20

11 1 1 11 1 1 1
許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５ 2 2

消 清 解

3 5 10 15 20 25 30

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

1

土 建 大 左 と 石 屋 電

2 7 - 1 1 1電 話 番 号 0 5 5 - 20 － 8 5 0 1郵 便 番 号 １ ４ 4 0

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

6 ー 1

20

主たる営業所の所在地 １ ３ 丸 の 内 1 ー

0 1

3 5 10 15

3 5

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２ 1 9 2

三 郎

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １ 山 梨

ウナ シ サ ブ ロ
代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０ ヤ マ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ー ビ ス） 甲 斐 建 設 サ商 号 又 は 名 称 ０ ９ （ 株

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ビ スケ ン セ ツ サ ー
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８ カ イ

0 0

3 5 10 15 20

0 0 0 3 0 0（千円） 1 0 0 0 21 0
,
0 0 0

, ,

20 25

法 人 又 は 個 人 の 別 ０ ７ 1 （ ）

5 10 14 153 4

3 5

処 理 の 区 分 ０ ６ 0 2

日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５ 1

年 ○ ○ 月 ○ ○

3 5

○審 査 基 準 日 ０ ４ 令和 ○

日
知事 知事 特

年 月号 平成
般

－ ）第コード
国土交通大臣

許可（

3 5 10 11 15

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

０ ３
大臣

○ 月 ○ ○ 日
知事 知事 特

号 令和 ○ ○ 年 ○0 1 9 8 7 6許可（
般

－ ）第

15

申 請 時 の
許 可 番 号

０ ２
大臣

コード 1 9
国土交通大臣

3 5 10 11

日 －年 月日 令和年 月申 請 年 月 日 ０ １ 令和

3 5 9 10 15 20

北海道開発局長 （株）甲斐建設サービス
山梨県　知事　　　　○　　○　　　　○　　○　　　　　　殿 代表取締役　　　　山　梨　　　県　三　郎　　　　　　　　　

項 番 請求年月日

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書
経営規模等評価再審査申立書
総 合 評 定 値 請 求 書

令和○年○月○日　　　　　　　　

地方整備局長 甲府市丸の内１－６－１

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ １
決算期変更の記載例（１）

左欄に「02」を記入する。

０ 7

（※）決算期変更を行った場合（事前審査が必要です）

決算期変更を行った場合、利益額及び完成工事高において、通常と異なった記載になります。
この記載を確認するために、計算結果の事前審査を行っております（計算方法の確認です。内容の審査は行いま
せん）。
また、事前審査が必要なのは、決算期変更を行った期のみです（次期以降、事前審査は不要です）。

【事前審査】
場 所：建設業対策室
期 限：経審受審日の１週間前まで
持参するもの：（全て提出。提出後、書類の返却を致しませんのでご注意ください。）
ⅰ）経営規模等評価申請書（〔20001帳票〕〔20002帳票〕〔20004帳票〕）（写し）（押印不要）
ⅱ）経営状況分析（写し）
ⅲ）審査基準日を含む確定申告書（写し）

（必要に応じ、追加の資料が必要となる場合があります）

事前審査を行った結果は、電話等でご連絡します。

押印
不要
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審査対象

1.基準決算
2.２期平均

審査対象事業年度 前審査対象事業年度
営業利益：2,350+4,800×3/12=3,550 営業利益：4,800×9/12+3,600×3/12=4,500
減価償却：1,210+1,200×3/12=1,510 減価償却：1,200×9/12+2,400×3/12=1,500

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。

連絡先

所属等

第　　　　　　　　号 平成　　　年　　　月　　　日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

総務課 氏名 山梨　県太郎 電話番号 055-223-1843

9
○×経営状況分析センター

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０ 0 9

,
1

9 9 9

0 （人）

3 5

3 5

技 術 職 員 数 １ ９

’ ’ ’ ’ ’ ’

1 5 0 0 (千円)
減 価 償 却
実 施 額

1 5 1 0 (千円)
減 価 償 却
実 施 額

’ ’ ’ ’ ’ ’

4 5 0 0 (千円)営 業 利 益3 5 5 0 (千円)

利益額（利払前税引前償却前利益）
= 営業利益+減価償却実施額

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

営 業 利 益

5
,
5 3 0 （千円）

,
利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１ ８
,

’ ’ ’

3 5 10

4 6 8 0 0 (千円)
直 前 の

審査基準日

2 1 (千円)

’ ’ ’

－ 5（千円） 4 32 ( ) 基 準 決 算－ 3
,
7 6 0

, ,

項 番
3 5 10 13

自 己 資 本 額 １ ７

（※）決算期を３月決算から１２月決算に変更した例

【営業利益】 【減価償却実施額】
①R７．４～R７．１２（９ヶ月）： 2,350千円 1,210千円
②R６．４～R７．３（１２ヶ月）： 4,800千円 1,200千円
③R５．４～R６．３（１２ヶ月）： 3,600千円 2,400千円

自己資本額は、通常の決算と同様に記入。

【審査対象事業年度】
①の決算期間（９ヶ月）の営業利益（減価償却実施額）と、②の
決算期間（１２ヶ月）の営業利益（減価償却実施額）に３／１２を
乗じた額の合計値（計算式も）を記載する。

【審査対象事業年度の前審査対象事業年度】
②の決算期間（１２ヶ月）の営業利益（減価償却実施額）に９／１２を乗じた額と、③決
算期間（１２ヶ月）の営業利益（減価償却実施額）に３／１２を乗じた額の合計値（計算
式も）記載する。

決算期変更の記載例（２）
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

令和7年4月～令和7年12月
令和6年4月～令和7年3月

（千円） （千円） （千円） （千円）

14,000+12,000×3/12=17,000 7,000+6,000×3/12=8,500

0+0×3/12=0 0+0×3/12=0

,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

0 0
, , , ,

0 0 0
, ,

7
,

8 5
, ,

5 5
,

10 0
,

1 1 0 0 0

33 35 40

３ ４ 合　計

13 15 20 23 25 30

その他   工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0×9/12+0×3/12=0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0×9/12+0×3/12=0

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0×9/12+0×3/12=0
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0×9/12+0×3/12=0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

0
,

0
, , , , , , , , , , ,

00

40

３ ３ その他

20 23 25 30 33 35

工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

13 15

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,, , , , , , , , ,,,

36 40 45

３ ２

16 20 25 26 30 35

工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

10 15

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,, , , , , , , , ,,,

40 45

３ ２

20 25 26 30 35 36

工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

10 15 16

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,, , , , , , , , ,,,

36 40 45

３ ２

16 20 25 26 30 353 5 6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

10

10,000×9/12+12,000×
3/12=10,500

15

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

5,000×9/12+6,000×
3/12=5,250

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

12,000×9/12+10,000×
3/12=11,500

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

6,000×9/12+5,000×
3/12=5,750

電気通信　工事

, ,
1 7 0 8 5 0 0

,, , , ,
0

,
0 0

, ,
0 0

,,
5 51 1 0 0

45

３ ２ 2 2 0

25 26 30 35 36 40

（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）

3 5 6 10 15 16 20

業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円） 完 成 工 事 高

）

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

令和6年4月～令和7年3月
令和5年4月～令和6年3月

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

令和5年4月～令和6年3月
令和4年4月～令和5年3月

2 月 2 （07 年 7 年 10 1 月 至年 1 2 月 自 00 1 月 至 0 6３ １ 自 0 5 年

10 11 13 15 17 19

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度
審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

計算基準の区分

項 番 3 5 7 9

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

（※）決算期を３月から１２月に変更した例

【完成工事高】 【元請完成工事高】
①R７．４～R７．１２（９ヶ月）： 14,000千円 7,000千円
②R６．４～R７．３（１２ヶ月）： 12,000千円 6,000千円
③R５．４～R６．３（１２ヶ月）： 10,000千円 5,000千円
④R４．４～R５．３（１２ヶ月）： 12,000千円 6,000千円

審査基準日から遡って１２ヶ月に
含まれる実際の決算期を記載。

審査基準日の１２ヶ月前から遡って２４ヶ月（２年平均の場
合は１２ヶ月）に含まれる実際の決算期を記載。

審査基準日から遡って１２ヶ月の期間を記載。

審査基準日の１２ヶ月前から遡って２４ヶ月の
期間（２年平均の場合は１２ヶ月）を記載。

上段：
②の決算期間（１２ヶ月）の完工高に９／１２を乗じた額と、③決算期間（１２ヶ月）の
完工高に３／１２を乗じた額の合計値を記載（計算式も記載する）
（②の完工高×９／１２＋③の完工高×３／１２）

下段：
③の決算期間（１２ヶ月）の完工高に９／１２を乗じた額と、④決算期間（１２ヶ月）の
完工高に３／１２を乗じた額の合計値を記載（計算式も記載する）
（③の完工高×９／１２＋④の完工高×３／１２）

※元請完工高も、上記の完工高の計算の例により計算し記載

①の決算期間（９ヶ月）の完工高と、②の決算期間（１２ヶ月）の
完工高に３／１２を乗じた額の合計値を記載（計算式も記載す
る）
（①の完工高＋②の完工高×３／１２）

※元請完工高も、上記の完工高の計算の例により計

算し記載

決算期変更の記載例（３）
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【記入例】「資本性借入金」該当証明書 

 

令和７年８月１日 

 

      所有資格      建設業経理士１級 

     商号又は名称      ●●株式会社 

   氏名          国土 太郎 

 

 △△株式会社において、令和７年３月 31 日時点の借入残高のうち、50,000,000 円 

は、以下の〈貸出条件〉に該当し、【借入内容】に記載の内容が適当であることを証明 

します。 

〈貸出条件〉 

 要件 該当箇所 

償還条件 

償還期間が５年超 
○○金銭消費貸借契約証書 

項目 5.借入日 6.期限 

 期限一括償還*¹ 
○○金銭消費貸借契約証書 

項目 7.返済方法 

金利設定  配当可能利益に応じた金利設定*² 
○○金銭消費貸借契約証書 

第○○条 

劣後性  法的破綻時の劣後性の確保*³ 
○○金銭消費貸借契約証書 

第○○条 

*¹同等に評価できる長期の据置期間が設定されている場合は該当しない。 

*²業績連動型が原則。債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が 

抑えられるような仕組みが講じられていること。 

*³少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない 

仕組みが備わっている場合も該当する。 

 

【借入内容】 

科目 内容 

貸出主 ××銀行 

借入金額 50,000,000 円 

借入期間  2015 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日 

当期決算日における残存年数   2 年以上 3 年未満 

自己資本と

扱う額*⁴ 

当期決算日 

(2025 年 3 月 31 日) 
20,000,000 円 

前期決算日 

(2024 年 3 月 31 日) 
30,000,000 円 

*⁴「自己資本と扱う額」において、貸借対照表上の純資産との合算値は記載しない。 

〈様式〉 
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「資本性借入金」とみなして取り扱うことが可能なものと考えられる 
関係省庁等の制度 

 

制度名 

挑戦支援資本強化特例制度 

（日本政策金融公庫） 

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度 

（日本政策金融公庫） 

中小企業活性化協議会版「資本的借入金」 

中小企業活性化協議会版「資本的借入金」 

（新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度協調型） 

災害対応型劣後ローン 

（日本政策金融公庫） 

産業復興機構による既往債権の買取制度 

危機対応業務による中小・中堅・大企業向け劣後ローン 

（日本政策投資銀行・商工中金） 

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構による既往債権の買取制度 

農林漁業経営資本強化資金 

  

〈別紙〉 
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Ⅴ．総合評定値及び経営規模等評価点数の  

算出方法  



 

66 

 

１．総合評定値の算出方法 

 

 

経 営 事 項 審 査 の 項 目 は 、 経 営 規 模 （ Ｘ ） 、 経 営 状 況 （ Ｙ ） 、 技 術 力 （ Ｚ ） 、 社 会 性 等 （ Ｗ ） か ら 成

り 立 っ て お り 、 そ れ ぞ れ に つ い て 客 観 的 な 評 点 が つ け ら れ 、 そ れ ら を も と に 客 観 的 事 項 全 体 に

つ い て 総 合 的 な 評 点 の 結 果 で あ る 総 合 評 定 値 （ Ｐ ） が 算 出 さ れ る こ と に な り ま す 。  

 

 

（ １ － １ ） 工 事 種 類 別 年 間 平 均 完 成 工 事 高 の 評 点 （ Ｘ １ ）  

（ １ ） 経 営 規 模 の 評 点 （ Ｘ ）  

（ １ － ２ ） 自 己 資 本 額 ＋ 利 払 前 税 引 前 償 却 前 利 益 の 評 点 （ Ｘ ２ ）  

 

（ ２ ） 経 営 状 況 の 評 点 （ Ｙ ）  

 

（ ３ ） 技 術 力 の 評 点 （ Ｚ ）  

 

（ ４ ） そ の 他 の 審 査 項 目 （ 社 会 性 等 ） の 評 点 （ Ｗ ）  

 

 

２．経営規模の評点（Ｘ）の算出方法 

 

（１）工事種類別年間平均完成工事高（Ｘ1） 

【 計 算 方 法 】  

○ 次の評点テーブルにより算出します。  

○ 種類別年間平均完成工事高は、直前２年又は直前３年の年間平均完成工事高とす  

 る。ただし、すべての審査対象建設業において同一の方法によることとする。（審  

 査対象建設業ごとにいずれかの方法を選択することはできない）  

○ （年間平均完成工事高）は千円単位とし、端数は切り捨てる。  

○ 評点に小数点以下の端数がある場合は切り捨てる。  

総合評定値（Ｐ）＝0.25（Ｘ１）＋0.15（Ｘ２）＋0.20（Ｙ）＋0.25（Ｚ）＋0.15

（Ｗ） 
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許 可 を 受 け た 建 設 業 に 係 る 建 設  
工 事 の 種 類 別 年 間 平 均 完 成 工 事 高  

点    数  

１ ， ０ ０ ０ 億 円 以 上    2,309 

８ ０ ０ 億 円 以 上   １ ， ０ ０ ０ 億 円 未 満  114×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷20,000,000＋ 1,739 

６ ０ ０ 億 円 以 上   ８ ０ ０ 億 円 未 満  101×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷20,000,000＋ 1,791 

５ ０ ０ 億 円 以 上   ６ ０ ０ 億 円 未 満  88×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷10,000,000＋ 1,566 

４ ０ ０ 億 円 以 上   ５ ０ ０ 億 円 未 満  89×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷10,000,000＋ 1,561 

３ ０ ０ 億 円 以 上   ４ ０ ０ 億 円 未 満  89×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷10,000,000＋ 1,561 

２ ５ ０ 億 円 以 上   ３ ０ ０ 億 円 未 満  75×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 5,000,000＋ 1,378 

２ ０ ０ 億 円 以 上   ２ ５ ０ 億 円 未 満  76×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 5,000,000＋ 1,373 

１ ５ ０ 億 円 以 上   ２ ０ ０ 億 円 未 満  76×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 5,000,000＋ 1,373 

１ ２ ０ 億 円 以 上   １ ５ ０ 億 円 未 満  64×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 3,000,000＋ 1,281 

１ ０ ０ 億 円 以 上   １ ２ ０ 億 円 未 満  62×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 2,000,000＋ 1,165 

８ ０ 億 円 以 上   １ ０ ０ 億 円 未 満  64×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 2,000,000＋ 1,155 

６ ０ 億 円 以 上   ８ ０ 億 円 未 満  50×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 2,000,000＋ 1,211 

５ ０ 億 円 以 上   ６ ０ 億 円 未 満  51×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 1,000,000＋ 1,055 

４ ０ 億 円 以 上   ５ ０ 億 円 未 満  51×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 1,000,000＋ 1,055 

３ ０ 億 円 以 上   ４ ０ 億 円 未 満  50×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷ 1,000,000＋ 1,059 

２ ５ 億 円 以 上   ３ ０ 億 円 未 満  51×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  500,000＋   903 

２ ０ 億 円 以 上   ２ ５ 億 円 未 満  39×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  500,000＋   963 

１ ５ 億 円 以 上   ２ ０ 億 円 未 満  36×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  500,000＋   975 

１ ２ 億 円 以 上   １ ５ 億 円 未 満  38×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  300,000＋   893 

１ ０ 億 円 以 上   １ ２ 億 円 未 満  39×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  200,000＋   811 

８ 億 円 以 上   １ ０ 億 円 未 満  38×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  200,000＋   816 

６ 億 円 以 上   ８ 億 円 未 満  25×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  200,000＋   868 

５ 億 円 以 上   ６ 億 円 未 満  25×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  100,000＋   793 

４ 億 円 以 上   ５ 億 円 未 満  34×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  100,000＋   748 

３ 億 円 以 上   ４ 億 円 未 満  42×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷  100,000＋   716 

２ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ３ 億 円 未 満  24×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   50,000＋   698 

２ 億 円 以 上   
２ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未

満  

28×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   50,000＋   678 

１ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ２ 億 円 未 満  34×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   50,000＋   654 

１ 億 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   
１ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未

満  

26×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   30,000＋   626 

１ 億 円 以 上   
１ 億 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 未

満  

19×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   20,000＋   616 

８ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ 億 円 未 満  22×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   20,000＋   601 

６ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ８ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  28×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   20,000＋   577 
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許 可 を 受 け た 建 設 業 に 係 る 建 設  
工 事 の 種 類 別 年 間 平 均 完 成 工 事 高  

点    数  

５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ６ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  16×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   10,000＋   565 

４ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  19×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   10,000＋   550 

３ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ４ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  24×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   10,000＋   530 

２ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上   ３ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  13×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷    5 ,000＋   524 

２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ２ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満  16×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷    5 ,000＋   509 

１ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上   ２ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  20×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷    5 ,000＋   493 

１ ， ２ ０ ０ 万 円 以 上   １ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満  14×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷    3 ,000＋   483 

１ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ ， ２ ０ ０ 万 円 未 満  11×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷    2 ,000＋   473 

  １ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  131×(年 間 平 均 完 成 工 事 高 )÷   10,000＋   397 

 

 

（２）自己資本額及び利益額（Ｘ２） 

【 計 算 方 法 】  

自 己 資 本 額 及 び 利 益 額 （ Ｘ ２ ） ＝ （ （ ① 自 己 資 本 額 の 点 数 ） ＋ （ ② 利 益 額 の 点 数 ） ） ÷２  

次 の ① 、 ② の 各 評 点 テ ー ブ ル に よ り 算 出 し ま す 。  

 

①自己資本額の点数 

○  次 の 評 点 テ ー ブ ル に 当 て は め て 算 出 し ま す 。  

自 己 資 本 の 額 又 は 平 均 自 己 資 本 額  点    数  

３ ， ０ ０ ０ 億 円 以 上    2 , 1 1 4  

２ ， ５ ０ ０ 億 円 以 上   ３ ， ０ ０ ０ 億 円 未 満  6 3 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 7 3 6  

２ ， ０ ０ ０ 億 円 以 上   ２ ， ５ ０ ０ 億 円 未 満  7 3 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 6 8 6  

１ ， ５ ０ ０ 億 円 以 上   ２ ， ０ ０ ０ 億 円 未 満  9 1 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 6 1 4  

１ ， ２ ０ ０ 億 円 以 上   １ ， ５ ０ ０ 億 円 未 満  6 6 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 5 5 7  

１ ， ０ ０ ０ 億 円 以 上   １ ， ２ ０ ０ 億 円 未 満  5 3 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 5 0 3  

８ ０ ０ 億 円 以 上   １ ， ０ ０ ０ 億 円 未 満  6 1 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 4 6 3  

６ ０ ０ 億 円 以 上   ８ ０ ０ 億 円 未 満  7 5 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 4 0 7  

５ ０ ０ 億 円 以 上   ６ ０ ０ 億 円 未 満  4 6 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 3 5 6  

４ ０ ０ 億 円 以 上   ５ ０ ０ 億 円 未 満  5 3 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 3 2 1  

３ ０ ０ 億 円 以 上   ４ ０ ０ 億 円 未 満  6 6 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 2 6 9  

２ ５ ０ 億 円 以 上   ３ ０ ０ 億 円 未 満  3 9 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 2 3 3  

２ ０ ０ 億 円 以 上   ２ ５ ０ 億 円 未 満  4 7 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 1 9 3  

１ ５ ０ 億 円 以 上   ２ ０ ０ 億 円 未 満  5 7 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 1 5 3  

１ ２ ０ 億 円 以 上   １ ５ ０ 億 円 未 満  4 2 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 1 1 4  

１ ０ ０ 億 円 以 上   １ ２ ０ 億 円 未 満  3 3 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 0 8 4  

８ ０ 億 円 以 上   １ ０ ０ 億 円 未 満  3 9 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 0 5 4  

６ ０ 億 円 以 上   ８ ０ 億 円 未 満  4 7 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 0 2 2  
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自 己 資 本 の 額 又 は 平 均 自 己 資 本 額  点    数  

５ ０ 億 円 以 上   ６ ０ 億 円 未 満  2 9 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋   9 8 9  

４ ０ 億 円 以 上   ５ ０ 億 円 未 満  3 4 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋   9 6 4  

３ ０ 億 円 以 上   ４ ０ 億 円 未 満  4 1 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋   9 3 6  

２ ５ 億 円 以 上   ３ ０ 億 円 未 満  2 5 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   5 0 0 , 0 0 0 ＋   9 0 9  

２ ０ 億 円 以 上   ２ ５ 億 円 未 満  2 9 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   5 0 0 , 0 0 0 ＋   8 8 9  

１ ５ 億 円 以 上   ２ ０ 億 円 未 満  3 6 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   5 0 0 , 0 0 0 ＋   8 6 1  

１ ２ 億 円 以 上   １ ５ 億 円 未 満  2 7 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   3 0 0 , 0 0 0 ＋   8 3 4  

１ ０ 億 円 以 上   １ ２ 億 円 未 満  2 1 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   2 0 0 , 0 0 0 ＋   8 1 6  

８ 億 円 以 上   １ ０ 億 円 未 満  2 4 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   2 0 0 , 0 0 0 ＋   8 0 1  

６ 億 円 以 上   ８ 億 円 未 満  3 0 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   2 0 0 , 0 0 0 ＋   7 7 7  

５ 億 円 以 上   ６ 億 円 未 満  1 8 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   1 0 0 , 0 0 0 ＋   7 5 9  

４ 億 円 以 上   ５ 億 円 未 満  2 1 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   1 0 0 , 0 0 0 ＋   7 4 4  

３ 億 円 以 上   ４ 億 円 未 満  2 7 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷   1 0 0 , 0 0 0 ＋   7 2 0  

２ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ３ 億 円 未 満  1 5 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    5 0 , 0 0 0 ＋   7 1 1  

２ 億 円 以 上   ２ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 9 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    5 0 , 0 0 0 ＋   6 9 1  

１ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ２ 億 円 未 満  2 3 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    5 0 , 0 0 0 ＋   6 7 5  

１ 億 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 6 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    3 0 , 0 0 0 ＋   6 6 4  

１ 億 円 以 上   １ 億 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 3 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    2 0 , 0 0 0 ＋   6 5 0  

８ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ 億 円 未 満  1 6 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    2 0 , 0 0 0 ＋   6 3 5  

６ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ８ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 9 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    2 0 , 0 0 0 ＋   6 2 3  

５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ６ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 1 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    1 0 , 0 0 0 ＋   6 1 4  

４ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 4 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    1 0 , 0 0 0 ＋   5 9 9  

３ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ４ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 6 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    1 0 , 0 0 0 ＋   5 9 1  

２ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上   ３ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 0 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷     5 , 0 0 0 ＋   5 7 9  

２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ２ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満  1 2 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷     5 , 0 0 0 ＋   5 6 9  

１ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上   ２ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 4 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷     5 , 0 0 0 ＋   5 6 1  

１ ， ２ ０ ０ 万 円 以 上   １ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満  1 1 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷     3 , 0 0 0 ＋   5 4 8  

１ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ ， ２ ０ ０ 万 円 未 満  8 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷     2 , 0 0 0 ＋   5 4 4  

  １ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  2 2 3 × （ 自 己 資 本 額 ） ÷    1 0 , 0 0 0 ＋   3 6 1  

 

②利益額の点数 

○  次 の 評 点 テ ー ブ ル に 当 て は め て 算 出 し ま す 。  

平 均 利 益 額  点 数  

３ ０ ０ 億 円 以 上    2 , 4 4 7  

２ ５ ０ 億 円 以 上   ３ ０ ０ 億 円 未 満  1 3 4 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷5 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 6 4 3  

２ ０ ０ 億 円 以 上   ２ ５ ０ 億 円 未 満  1 5 1 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷5 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 5 5 8  

１ ５ ０ 億 円 以 上   ２ ０ ０ 億 円 未 満  1 7 5 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷5 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 4 6 2  

１ ２ ０ 億 円 以 上   １ ５ ０ 億 円 未 満  1 2 3 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷3 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 3 7 2  
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平 均 利 益 額  点 数  

１ ０ ０ 億 円 以 上   １ ２ ０ 億 円 未 満  9 3 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 3 0 6  

８ ０ 億 円 以 上   １ ０ ０ 億 円 未 満  1 0 4 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷2 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 2 5 1  

６ ０ 億 円 以 上   ８ ０ 億 円 未 満  1 2 2 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷2 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 1 7 9  

５ ０ 億 円 以 上   ６ ０ 億 円 未 満  7 0 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 1 2 5  

４ ０ 億 円 以 上   ５ ０ 億 円 未 満  7 9 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 0 8 0  

３ ０ 億 円 以 上   ４ ０ 億 円 未 満  9 2 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ＋ 1 , 0 2 8  

２ ５ 億 円 以 上   ３ ０ 億 円 未 満  5 4 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  5 0 0 , 0 0 0 ＋   9 8 0  

２ ０ 億 円 以 上   ２ ５ 億 円 未 満  6 0 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  5 0 0 , 0 0 0 ＋   9 5 0  

１ ５ 億 円 以 上   ２ ０ 億 円 未 満  7 0 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  5 0 0 , 0 0 0 ＋   9 1 0  

１ ２ 億 円 以 上   １ ５ 億 円 未 満  4 8 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  3 0 0 , 0 0 0 ＋   8 8 0  

１ ０ 億 円 以 上   １ ２ 億 円 未 満  3 7 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  2 0 0 , 0 0 0 ＋   8 5 0  

８ 億 円 以 上   １ ０ 億 円 未 満  4 2 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  2 0 0 , 0 0 0 ＋   8 2 5  

６ 億 円 以 上   ８ 億 円 未 満  4 8 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  2 0 0 , 0 0 0 ＋   8 0 1  

５ 億 円 以 上   ６ 億 円 未 満  2 8 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  1 0 0 , 0 0 0 ＋   7 7 7  

４ 億 円 以 上   ５ 億 円 未 満  3 2 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  1 0 0 , 0 0 0 ＋   7 5 7  

３ 億 円 以 上   ４ 億 円 未 満  3 7 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷  1 0 0 , 0 0 0 ＋   7 3 7  

２ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ３ 億 円 未 満  2 1 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   5 0 , 0 0 0 ＋   7 2 2  

２ 億 円 以 上   ２ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  2 4 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   5 0 , 0 0 0 ＋   7 0 7  

１ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ２ 億 円 未 満  2 7 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   5 0 , 0 0 0 ＋   6 9 5  

１ 億 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  2 0 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   3 0 , 0 0 0 ＋   6 7 6  

１ 億 円 以 上   １ 億 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 5 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   2 0 , 0 0 0 ＋   6 6 6  

８ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ 億 円 未 満  1 6 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   2 0 , 0 0 0 ＋   6 6 1  

６ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ８ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 9 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   2 0 , 0 0 0 ＋   6 4 9  

５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ６ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 2 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   1 0 , 0 0 0 ＋   6 3 4  

４ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 2 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   1 0 , 0 0 0 ＋   6 3 4  

３ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ４ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 5 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   1 0 , 0 0 0 ＋   6 2 2  

２ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上   ３ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  8 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷    5 , 0 0 0 ＋   6 1 9  

２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ２ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満  1 0 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷    5 , 0 0 0 ＋   6 0 9  

１ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上   ２ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  1 1 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷    5 , 0 0 0 ＋   6 0 5  

１ ， ２ ０ ０ 万 円 以 上   １ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満  7 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷    3 , 0 0 0 ＋   6 0 3  

１ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ ， ２ ０ ０ 万 円 未 満  6 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷    2 , 0 0 0 ＋   5 9 5  

  １ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  7 8 × （ 平 均 利 益 額 ） ÷   1 0 , 0 0 0 ＋   5 4 7  
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３．経営状況の評点（Ｙ）の算出方法 

 

【 計 算 方 法 】  

経 営 状 況 の 評 点 ＝ 167.3×Ａ ＋ 583  （ Ａ ＝ 経 営 状 況 点 数 ）  

 

 

４．技術力の評点（Ｚ）の算出方法 

 

【 計 算 方 法 】  

技 術 力 の 評 点 （ Ｚ ） ＝ （ ① 技 術 職 員 数 に 係 る 評 点 ） ×0.8＋ （ ② 元 請 完 成 工 事 高 に 係 る 評

点 ） ×0.2 

 

①技術職員数に係る評点 

【 技 術 職 員 数 値 の 算 出 方 法 】  

○  当 該 建 設 業 者 の 審 査 基 準 日 に お け る 技 術 職 員 の 所 有 す る 資 格 に 対 応 す る 選 択 し た １

業 種 な い し ２ 業 種 に 配 点 し た 値 （ 技 術 職 員 数 値 ） を 算 出 し ま す 。  

【 計 算 方 法 】  

技 術 職 員 数 値  

＝ （ 一 級 免 許 を 保 有 し 監 理 技 術 者 証 の 交 付 を 受 け か つ 講 習 を 受 講 し た 者 の 数 ×６ ）  

＋ （ 前 記 以 外 の 一 級 技 術 者 数 ×５ ） ＋ （ （ 監 理 技 術 者 補 佐 ） ×４ ） ＋ （ 基 幹 技 能 者 等 数

×３ ） ＋ （ 二 級 技 術 者 等 数 ×２ ） ＋ （ そ の 他 の 技 術 者 数 ×１ ）   

○  算 出 し た 技 術 職 員 数 値 を 次 の 評 点 テ ー ブ ル に 当 て は め ま す 。  

技 術 職 員 数 値  点    数  

１ ５ , ５ ０ ０ 以 上    2 , 3 3 5  

１ １ , ９ ３ ０ 以 上   １ ５ , ５ ０ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷3 , 5 7 0 ＋ 2 , 0 6 5  

９ , １ ８ ０ 以 上   １ １ , ９ ３ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷2 , 7 5 0 ＋ 1 , 9 9 8  

７ , ０ ６ ０ 以 上   ９ , １ ８ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷2 , 1 2 0 ＋ 1 , 9 3 9  

５ , ４ ３ ０ 以 上   ７ , ０ ６ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷1 , 6 3 0 ＋ 1 , 8 7 6  

４ , １ ８ ０ 以 上   ５ , ４ ３ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷1 , 2 5 0 ＋ 1 , 8 0 8  

３ , ２ １ ０ 以 上   ４ , １ ８ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷  9 7 0 ＋ 1 , 7 4 7  

２ , ４ ７ ０ 以 上   ３ , ２ １ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷  7 4 0 ＋ 1 , 6 8 6  

１ , ９ ０ ０ 以 上   ２ , ４ ７ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷  5 7 0 ＋ 1 , 6 2 4  

１ , ４ ６ ０ 以 上   １ , ９ ０ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷  4 4 0 ＋ 1 , 5 5 8  

１ , １ ３ ０ 以 上   １ , ４ ６ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷  3 3 0 ＋ 1 , 4 8 8  

８ ７ ０ 以 上   １ , １ ３ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷  2 6 0 ＋ 1 , 4 3 4  

６ ７ ０ 以 上   ８ ７ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷  2 0 0 ＋ 1 , 3 6 7  

５ １ ０ 以 上   ６ ７ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷  1 6 0 ＋ 1 , 3 1 8  
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技 術 職 員 数 値  点    数  

３ ９ ０ 以 上   ５ １ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷  1 2 0 ＋ 1 , 2 4 7  

３ ０ ０ 以 上   ３ ９ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   9 0 ＋ 1 , 1 8 3  

２ ３ ０ 以 上   ３ ０ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   7 0 ＋ 1 , 1 1 9  

１ ８ ０ 以 上   ２ ３ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   5 0 ＋ 1 , 0 4 0  

１ ４ ０ 以 上   １ ８ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   4 0 ＋   9 8 4  

１ １ ０ 以 上   １ ４ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   3 0 ＋   9 0 7  

８ ５ 以 上   １ １ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   2 5 ＋   8 6 0  

６ ５ 以 上   ８ ５ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   2 0 ＋   8 1 0  

５ ０ 以 上   ６ ５ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   1 5 ＋   7 4 2  

４ ０ 以 上   ５ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   1 0 ＋   6 3 3  

３ ０ 以 上   ４ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   1 0 ＋   6 3 3  

２ ０ 以 上   ３ ０ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷   1 0 ＋   6 3 6  

１ ５ 以 上   ２ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷    5 ＋   5 0 8  

１ ０ 以 上   １ ５ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷    5 ＋   5 1 1  

５ 以 上   １ ０ 未 満  6 3 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷    5 ＋   5 0 9  

  ５ 未 満  6 2 × （ 技 術 職 員 数 値 ） ÷    5 ＋   5 1 0  

 

②元請完成工事高に係る評点 

○  次 の 評 点 テ ー ブ ル に 当 て は め て 算 出 し ま す 。  

許 可 を 受 け た 建 設 業 に 係 る 建 設 工 事 の  
種 類 別 年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高  

点    数  

１ ， ０ ０ ０ 億 円 以 上    2,865 

８ ０ ０ 億 円 以 上   １ ， ０ ０ ０ 億 円 未 満  

119×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷20,000,000＋

2,270 

６ ０ ０ 億 円 以 上   ８ ０ ０ 億 円 未 満  

145×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷20,000,000＋

2,166 

５ ０ ０ 億 円 以 上   ６ ０ ０ 億 円 未 満  87×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷10,000,000＋ 2,079 

４ ０ ０ 億 円 以 上   ５ ０ ０ 億 円 未 満  

104×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷10,000,000＋

1,994 

３ ０ ０ 億 円 以 上   ４ ０ ０ 億 円 未 満  

126×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷10,000,000＋

1,906 

２ ５ ０ 億 円 以 上   ３ ０ ０ 億 円 未 満  76×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 5,000,000＋ 1,828 

２ ０ ０ 億 円 以 上   ２ ５ ０ 億 円 未 満  90×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 5,000,000＋ 1,758 

１ ５ ０ 億 円 以 上   ２ ０ ０ 億 円 未 満  

110×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 5,000,000＋

1,678 

１ ２ ０ 億 円 以 上   １ ５ ０ 億 円 未 満  81×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 3,000,000＋ 1,603 

１ ０ ０ 億 円 以 上   １ ２ ０ 億 円 未 満  63×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 2,000,000＋ 1,549 
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許 可 を 受 け た 建 設 業 に 係 る 建 設 工 事 の  
種 類 別 年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高  

点    数  

８ ０ 億 円 以 上   １ ０ ０ 億 円 未 満  75×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 2,000,000＋ 1,489 

６ ０ 億 円 以 上   ８ ０ 億 円 未 満  92×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 2,000,000＋ 1,421 

５ ０ 億 円 以 上   ６ ０ 億 円 未 満  55×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 1,000,000＋ 1,367 

４ ０ 億 円 以 上   ５ ０ 億 円 未 満  66×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 1,000,000＋ 1,312 

３ ０ 億 円 以 上   ４ ０ 億 円 未 満  79×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷ 1,000,000＋ 1,260 

２ ５ 億 円 以 上   ３ ０ 億 円 未 満  48×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   500,000＋ 1,209 

２ ０ 億 円 以 上   ２ ５ 億 円 未 満  57×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   500,000＋ 1,164 

１ ５ 億 円 以 上   ２ ０ 億 円 未 満  70×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   500,000＋ 1,112 

１ ２ 億 円 以 上   １ ５ 億 円 未 満  50×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   300,000＋ 1,072 

１ ０ 億 円 以 上   １ ２ 億 円 未 満  41×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   200,000＋ 1,026 

８ 億 円 以 上   １ ０ 億 円 未 満  

47×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   200,000＋   99

6 

６ 億 円 以 上   ８ 億 円 未 満  

57×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   200,000＋   95

6 

５ 億 円 以 上   ６ 億 円 未 満  

36×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   100,000＋   91

1 

４ 億 円 以 上   ５ 億 円 未 満  

40×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   100,000＋   89

1 

３ 億 円 以 上   ４ 億 円 未 満  

51×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   100,000＋   84

7 

２ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以

上  
 ３ 億 円 未 満  

30×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    50,000＋   82

0 

２ 億 円 以 上   
２ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未

満  

35×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    50,000＋   79

5 

１ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以

上  
 ２ 億 円 未 満  

45×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    50,000＋   75

5 

１ 億 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 以

上  
 

１ 億 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未

満  

32×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    30,000＋   73

0 

１ 億 円 以 上   
１ 億 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 未

満  

26×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    20,000＋   70

2 

８ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ 億 円 未 満  

29×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    20,000＋   68

7 

６ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ８ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  

36×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    20,000＋   65

9 

５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ６ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  

22×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    10,000＋   63

5 

４ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  27×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    10,000＋   61
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許 可 を 受 け た 建 設 業 に 係 る 建 設 工 事 の  
種 類 別 年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高  

点    数  

0 

３ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ４ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  

31×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷    10,000＋   59

4 

２ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上   ３ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  

19×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷     5 ,000＋   57

3 

２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   ２ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満  

23×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷     5 ,000＋   55

3 

１ ， ５ ０ ０ 万 円 以 上   ２ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  

28×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷     5 ,000＋   53

3 

１ ， ２ ０ ０ 万 円 以 上   １ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満  

19×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷     3 ,000＋   52

2 

１ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上   １ ， ２ ０ ０ 万 円 未 満  

16×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷     2 ,000＋   50

2 

  １ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  

341×(年 間 平 均 元 請 完 成 工 事 高 )÷   10,000＋   24

1 

 

５．その他の審査項目（社会性等）の評点（Ｗ）の算出方法  

【 計 算 方 法 】  

社 会 性 （ Ｗ ）  

＝ ｛ （ ① 建 設 工 事 の 担 い 手 の 育 成 及 び 確 保 に 関 す る 取 組 の 状 況 ） ＋ （ ② 建 設 業 の 営 業 継

続 の 状 況 ） ＋ （ ③ 防 災 活 動 へ の 貢 献 の 状 況 ） ＋ （ ④ 法 令 遵 守 の 状 況 ） ＋ （ ⑤ 建 設 業 の 経

理 の 状 況 ） ＋ （ ⑥ 研 究 開 発 の 状 況 ） ＋ （ ⑦ 建 設 機 械 の 保 有 状 況 ） ＋ （ ⑧ 国 又 は 国 際 標 準

化 機 構 が 定 め た 規 格 に よ る 認 証 又 は 登 録 の 状 況 ） ｝ ×１ ０ ×１ ７ ５ ／ ２ ０ ０  

 

①建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 

（ １ ） 労 働 福 祉 の 状 況  

【 計 算 方 法 】  

労 働 福 祉 の 状 況 の 点 数 ＝ 加 点 項 目 ×１ ５ 点  

 審 査 項 目  

加 点 項 目  
「建設業退職金共済加入」、「退職一時金もしくは企業年金制度の導入」、

「法定外労災制度への加入」  

（ ２ ） 若 年 の 技 術 者 及 び 技 能 労 働 者 の 育 成 及 び 確 保 の 状 況  

○ 若 年 技 術 職 員 の 継 続 的 な 育 成 及 び 確 保  

技 術 職 員 名 簿 に 記 載 さ れ た ３ ５ 歳 未 満 の 技 術 職 員 数 が 技 術 職 員 名 簿 全 体 の  

１ ５ ％ 以 上 の 場 合  １ 点  

○ 新 規 若 年 技 術 職 員 の 育 成 及 び 確 保  

新 た に 技 術 職 員 名 簿 に 記 載 さ れ た ３ ５ 歳 未 満 の 技 術 職 員 数 が 技 術 職 員 名 簿  

   全 体 の １ ％ 以 上 の 場 合  １ 点  
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（ ３ ） 知 識 及 び 技 術 又 は 技 能 の 向 上 に 関 す る 取 組 の 状 況  

評点

１０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０

２未満
１未満

６未満
５未満
４未満
３未満

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

　　　　　　　　　　　　　　１０

４以上
３以上
２以上
１以上

１０未満
９未満
８未満
７未満

９以上
８以上
７以上
６以上
５以上

技能者数
技術者数＋技能者数

×
技能レベル向上者数

技能者数ー控除対象者数
×

技術者数
技術者数＋技能者数

ＣＰＤ単位取得数
技術者数

＋

 

 

 

 

（４）ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 

「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に

基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって、以下の評点で評価し

ます。 

 

 

認定の区分 

配点 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定 

プラチナえるぼし ５ 

えるぼし（第３段階） ４ 

えるぼし（第２段階） ３ 

えるぼし（第１段階） ２ 
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次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

プラチナくるみん ５ 

くるみん ３ 

トライくるみん ３ 

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ユースエール ４ 

※ 複数の認定を取得している場合は、取得している認定のうち最も配点の高いものを

評価します。 

（５）建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状

況 

点数 

１．全ての建設工事で実施 １０ 

２．全ての公共工事で実施 ５ 

３．非該当 ０ 

（６）建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 

   有の場合 ５点 

 

②建設業の営業継続の状況 

○  次 の 評 点 テ ー ブ ル に 当 て は め て 算 出 し ま す 。  

○  た だ し 、 再 生 企 業 （ 民 事 再 生 企 業 及 び 会 社 更 生 企 業 ） は 再 生 期 間 中 （ 手 続 開 始 決 定

日 か ら 手 続 終 結 決 定 日 ま で ）   － ６ ０ 点 

○  再 生 期 間 終 了 後 に お け る 「 営 業 年 数 」 評 価 は 、 ゼ ロ 年 か ら 再 ス タ ー ト 

営 業 年 数  点   数  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営 業 年 数  点   数  

3 5 年 以 上  6 0  1 9 年  2 8  

3 4 年  5 8  1 8 年  2 6  

3 3 年  5 6  1 7 年  2 4  

3 2 年  5 4  1 6 年  2 2  

3 1 年  5 2  1 5 年  2 0  

3 0 年  5 0  1 4 年  1 8  

2 9 年  4 8  1 3 年  1 6  

2 8 年  4 6  1 2 年  1 4  

2 7 年  4 4  1 1 年  1 2  

2 6 年  4 2  1 0 年  1 0  

2 5 年  4 0  9 年  8  

2 4 年  3 8  8 年  6  

2 3 年  3 6  7 年  4  

2 2 年  3 4  6 年  2  

2 1 年  3 2  5 年 以 下  0  

2 0 年  3 0    
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③防災活動への貢献の状況 

防 災 協 定 締 結 あ り ： ２ ０ 点  防 災 協 定 締 結 な し ： ０ 点  

 

④法令遵守の状況 

指 示 処 分 を 受 け た 場 合   ： － １ ５ 点  

営 業 停 止 処 分 を 受 け た 場 合  ： － ３ ０ 点  

 

⑤建設業の経理の状況 

【 計 算 方 法 】  

建 設 業 経 理 の 状 況 ＝ （ Ａ 監 査 の 受 審 状 況 ） ＋ （ Ｂ 公 認 会 計 士 等 数 ）  

 

Ａ ． 監 査 の 受 審 状 況  

・  会 計 監 査 人 設 置 の 場 合 ： ２ ０ 点  

・  会 計 参 与 設 置 の 場 合 ： １ ０ 点  

・  経 理 処 理 の 適 正 を 確 認 し た 旨 の 書 類 を 提 出 し た 場 合 ： ２ 点  

Ｂ ． 公 認 会 計 士 数  

【 計 算 方 法 】  

○  公 認 会 計 士 等 数  

＝ 公 認 会 計 士 等 （ 公 認 会 計 士 ・ 税 理 士 及 び 登 録 経 理 士 講 習 実 施 機 関 に 登 録 さ れ

た １ 級 登 録 経 理 士 等 ） の 数 ×１  

＋ 登 録 経 理 士 講 習 実 施 機 関 に 登 録 さ れ た ２ 級 登 録 経 理 士 等 の 数 ×0.4 

○  こ の 公 認 会 計 士 等 数 を 次 の 評 点 テ ー ブ ル に 当 て は め て 算 出 し ま す 。  

年 間 平 均  

完 成 工 事 高  
公認会計士等数 

 6 0 0 億 円 以 上  
13.6以 上  

10.8以 上  

1 3 . 6 未 満  

7.2以 上  

1 0 . 8 未 満  

5.2以 上  

7 . 2 未 満  

2.8以 上  

5 . 2 未 満  
2.8未 満  

 1 5 0 億 円 以 上  
8 . 8 以 上  

6 . 8 以 上  

8 . 8 未 満  

4.8以 上  

6 . 8 未 満  

2.8以 上  

4 . 8 未 満  

1.6以 上  

2 . 8 未 満  
1.6未 満  

6 0 0 億 円 未 満  

 4 0 億 円 以 上  
4 . 4 以 上  

3 . 2 以 上  

4 . 4 未 満  

2.4以 上  

3 . 2 未 満  

1.2以 上  

2 . 4 未 満  

0.8以 上  

1 . 2 未 満  
0.8未 満  

1 5 0 億 円 未 満  

 1 0 億 円 以 上  
2 . 4 以 上  

1 . 6 以 上  

2 . 4 未 満  

1.2以 上  

1 . 6 未 満  

0.8以 上  

1 . 2 未 満  

0.4以 上  

0 . 8 未 満  
0.4未 満  

4 0 億 円 未 満  

 1 億 円 以 上  
1 . 2 以 上  

0 . 8 以 上  

1 . 2 未 満  

0.4以 上  

0 . 8 未 満  
- - 0 

1 0 億 円 未 満  

1 億 円 未 満  0.4以 上  - - - - 0 

点 数  １０ ８ ６ ４ ２ ０ 
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⑥研究開発の状況 

○ 下記の評点テーブルに当てはめて算出します。  

平 均 研 究 開 発 費 の 額  点  数   平 均 研 究 開 発 費 の 額  点  数  

１ ０ ０ 億 円 以 上   2 5  １ １ 億 円 以 上  １ ２ 億 円 未 満  1 2  

７ ５ 億 円 以 上  １ ０ ０ 億 円 未 満  2 4  １ ０ 億 円 以 上  １ １ 億 円 未 満  1 1  

５ ０ 億 円 以 上  ７ ５ 億 円 未 満  2 3  ９ 億 円 以 上  １ ０ 億 円 未 満  1 0  

３ ０ 億 円 以 上  ５ ０ 億 円 未 満  2 2  ８ 億 円 以 上  ９ 億 円 未 満  9  

２ ０ 億 円 以 上  ３ ０ 億 円 未 満  2 1  ７ 億 円 以 上  ８ 億 円 未 満  8  

１ ９ 億 円 以 上  ２ ０ 億 円 未 満  2 0  ６ 億 円 以 上  ７ 億 円 未 満  7  

１ ８ 億 円 以 上  １ ９ 億 円 未 満  1 9  ５ 億 円 以 上  ６ 億 円 未 満  6  

１ ７ 億 円 以 上  １ ８ 億 円 未 満  1 8  ４ 億 円 以 上  ５ 億 円 未 満  5  

１ ６ 億 円 以 上  １ ７ 億 円 未 満  1 7  ３ 億 円 以 上  ４ 億 円 未 満  4  

１ ５ 億 円 以 上  １ ６ 億 円 未 満  1 6  ２ 億 円 以 上  ３ 億 円 未 満  3  

１ ４ 億 円 以 上  １ ５ 億 円 未 満  1 5  １ 億 円 以 上  ２ 億 円 未 満  2  

１ ３ 億 円 以 上  １ ４ 億 円 未 満  1 4  ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上  １ 億 円 未 満  1  

１ ２ 億 円 以 上  １ ３ 億 円 未 満  1 3   ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  0  

 

 

⑦建設機械の保有状況 

 

台 数  ０  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  １ ０  １ １  １ ２  １ ３  １ ４  １ ５  

点 数  ０  ５  ６  ７  ８  ９  １ ０  １ １  １ ２  １ ２  １ ３  １ ３  １ ４  １ ４  １ ５  １ ５  

 

 

⑧国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況 

 

 ISO9001 登録有 ISO9001 登録無 

ISO14001 登録有 
エコアクション 21 登録有 

１０点 ５点 
エコアクション 21 登録無 

ISO14001 登録無 
エコアクション 21 登録有 ８点 ３点 

エコアクション 21 登録無 ５点 ０点 

 


